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対
象
者

・�

千
葉
県
の
定
め
る
特
定
疾
患
医

療
受
給
者
に
認
定
さ
れ
た
方

・�

千
葉
県
小
児
慢
性
特
定
疾
患
医

療
受
給
者
に
認
定
さ
れ
た
保
護

者
の
方

※�

特
定
疾
患
登
録
者
証
を
持
っ
て

い
る
「
軽
快
者
」
は
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。

※�

前
年
度
申
請
者
と
福
祉
課
に
届

出
を
さ
れ
た
方
に
は
、
１
月
下

旬
に
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
。

受
付
期
間

　

２
月
１
日（
金
）～
15
日（
金
）

対
象
期
間

　

平
成
24
年
４
月
～

　
　
　
　
　

平
成
25
年
３
月

支
給
額　

月
額
２
，０
０
０
円

◆
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課
障
害
福
祉
班

　

☎（
84
）１
２
５
７

い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
に 

災
害
時
要
援
護
者
台
帳
に
登
録
を

　

町
で
は
、
災
害
に
強
い
地
域

づ
く
り
を
め
ざ
し
、
災
害
時
要

援
護
者（
家
族
等
の
支
援
が
困

難
で
、
何
ら
か
の
助
け
が
必
要

な
方
）が
、
災
害
時
に
地
域
の

中
で
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う

「
災
害
時
要
援
護
者
台
帳
」
の

整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

台
帳
の
情
報
は
、
消
防
機

関
、
民
生
委
員
児
童
委
員
、
防

災
組
織
等
と
共
有
し
、
要
援
護

者
を
支
援
す
る
地
域
の
活
動
に

活
用
し
ま
す
。

　

対
象
と
思
わ
れ
る
方
に
は
、

１
月
末
ま
で
に
登
録
用
紙
を
郵

送
し
ま
す
。
台
帳
登
録
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
同
封
の
返
信
用
封

筒
で
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　

登
録
用
紙
が
郵
送
さ
れ
な
い

場
合
で
も
、
下
記
の
対
象
と
な

る
方
は
登
録
で
き
ま
す
の
で
、

福
祉
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
、
町

か
ら
委
託
さ
れ
た
業
者
が
個
別

訪
問
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
　
　
象

　

・�
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者

（
65
歳
以
上
）

　

・�
高
齢
者
の
み
の
世
帯（
世

帯
全
員
が
65
歳
以
上
）

　

・
ひ
と
り
暮
ら
し
の
障
害
者

　

・
障
害
者
の
み
の
世
帯

　

・�

障
害
者
の
い
る
世
帯
で
他

の
世
帯
員
が
子
ど
も（
18

歳
未
満
）と
高
齢
者（
65
歳

以
上
）の
世
帯

　

・�

右
記
に
準
じ
る
状
態
に
あ

る
方

◆
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課
社
会
福
祉
班

　

☎（
84
）１
２
５
７

特
定
疾
患
医
療
を

受
け
て
い
る
方
へ

～
見
舞
金
の
支
給
申
請
を 

　
　
　
　
　
受
け
付
け
ま
す
～

認知症高齢者の家族のつどい
　認知症高齢者を抱える家族等が集まり交流を深め
る場です。
　認知症の介護について学んだり、日ごろ悩んでい
ることや困っていることを語り合いませんか。

と　き　 1月24日（木）　午後 1時30分～
ところ　�地域包括支援センター（特別養護老人ホー

ム第二松丘園新館内）
対象者　認知症の高齢者を介護されている方など
内　容　�「認知症家族の会」との話し合いや介護者

の体験談など

◆申込・問い合わせ
　地域包括支援センター　
　☎80−3339
　福祉課介護班　
　☎84−1257

精神障害に関する出張相談
　東金市にある地域生活支援センター「ゆりの木」
では、精神に障害をお持ちの方やそのご家族への相
談支援事業を行っています。生活上お困りのことが
ありましたらご相談ください。

と　き　 1月16日（水）
　　　　 2月20日（水）　
　　　　 3月13日（水）
ところ　健康づくりセンター「プラム」
その他　相談無料、要予約

◆問い合わせ
　地域生活支援センター「ゆりの木」　
　☎0475−50−4545
　福祉課障害福祉班　
　☎84−1257

�午後 2時～ 4時


